
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケロちゃん通信 
２０２４年１月号 

～山形県消費生活センターニュース～ 

◆そのセキュリティ警告画面・警告音は偽物です◆ 

「送金にミスがある」などと言われ何度も送金させられることに… 

パソコンやスマートフォンに突然偽の警告画面を表示し、プリペ

イド型電子マネーを購入させ、そのカード番号を連絡させること

は、典型的な詐欺の手口です。表示されている連絡先には、絶対に

電話をしてはいけません。 落ち着いて対処しましょう。 
消費者教育推進大使 

県消費生活センター 

キャラクター  

“ケロちゃん” 

絶対にお金を払ってはダメだケロ！ 
 

対処法：１ 

 

対処法：２ 

上記の方法でも画面が消えない場合は、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）の

相談窓口 TEL：０３－５９７８－７５０９まで連絡を！ 

偽警告 

画面の 

消し方 

Ａlt Ｆ４ 

Ｃtrl Ｄelete Ａlt 

＋ 

＋ ＋ 

「このサイトを離れますか？」⇒［はい］ 

表示された黒バック画面の右下［電源ボタン］⇒［再起動］ 



①カートリッジタンクに給油し戻す際に、灯油がこぼれ、引火して火災  

②石油ファンヒーターに誤ってガソリンを給油して点火し火災 

③石油ストーブをつけたまま就寝中、一酸化炭素中毒で死亡  

④電気ストーブをベッドの近くで使用し、布団がヒーターに接触し火災 

⑤石油ファンヒーターの温風出口付近で、スプレー缶が破裂 

⑥こたつ布団がヒーターの保護カバーに触れて煙が出た。 

⑦ゆたんぽを長時間脚に接触させてやけど 

①給油の際は必ず火を消し、カートリッジタンクのふたは確実に締める。 

②誤給油を防ぐため、ガソリンと灯油は保管場所を分ける。 

③使用中はこまめに換気し、就寝時はストーブを使用しない。 

④火気の近くに燃えやすい物を置かない。 

⑤高温になる場所にスプレー缶を置かない。 

⑥こたつの中に、布団や座布団・洗濯物などを押し込まない。 

⑦ゆたんぽはタオルなどでくるみ、同じ部位を長時間暖めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
山形県消費生活センター 

〒990-8570  

山形市松波２-8-1（山形県庁２階） 

《相談受付》月曜～金曜 9：00～17：00 

《電話番号》023-624-0999 

 消費者ホットライン１８８番も 

ご利用ください 

 ホームページはこちらから→ 

1 月・２月の消費生活法律相談日 

● 1月 10日 （水) 

● ２月  ７日 (水) 

弁護士が無料でアドバイスします。 

事前予約が必要です。 

午後 2時 30分から 

午後 4時 30分まで 

ついうっかりが思わぬ事故にならないように気をつけましょう。 

●餅は食べやすい大きさに小さく切って食べましょう。 

●餅を食べる前にお茶や汁物で喉を潤しておくとよいでしょう。

ゆっくりよく噛んで食べましょう。 

●高齢者と一緒に食事をする際は、注意を払いましょう。 

死亡 

事故も！ 

ストーブやヒーター等でこんな事故が報告されています。 

対 策 

熱っ 

餅による窒息事故が毎年起きています。特に高齢者は噛む力や 

飲みむ力が弱くなるため、一層の注意が必要です。 

 


